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【手続補正書】
【提出日】平成20年7月7日(2008.7.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　専用チャネル媒体アクセス制御（ＭＡＣ－ｄ）フローの許容組合せ（allowed combinat
ion）の中から、ＭＡＣ－ｄフローの１つの組合せを選択し、かつ該選択したＭＡＣ－ｄ
フローの組合せをエンハンストアップリンク媒体アクセス制御（ＭＡＣ－ｅ）プロトコル
データユニット（ＰＤＵ）に多重化するように構成されたＭＡＣ－ｅエンティティ
　を備えたことを特徴とする無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ：Wireless Transmit/Receiv
e Unit）。
【請求項２】
　各前記ＭＡＣ－ｄフローの許容組合せは、サービス品質（ＱｏＳ：Quality of Service
）要件を維持する
　ことを特徴とする請求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項３】
　優先度の低いＭＡＣ－ｄフローよりも前に、優先度の高いＭＡＣ－ｄフローを処理する
ようにさらに構成されている
　ことを特徴とする請求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項４】
　前記選択したＭＡＣ－ｄフローの組合せが、エンハンストアップリンク（ＥＵ：Enhanc
ed Uplink）に関する残存電力を超えた場合、トランスポートフォーマットの組合せ（Ｔ
ＦＣ：Transport Format Combination）の許容セットから、ＥＵ　ＴＦＣを除外するよう
にさらに構成されている
　ことを特徴とする請求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項５】
　前記選択したＭＡＣ－ｄフローの組合せにおけるＭＡＣ－ｄフロー群は、チャネル割り
当てを要求することなく、送信するように構成されている
　ことを特徴とする請求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項６】
　前記ＭＡＣ－ｄフローの許容組合せのセットであることを示す信号を受信するようにさ
らに構成されている
　ことを特徴とする請求項１に記載のＷＴＲＵ。
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【請求項７】
　前記ＭＡＣ－ｄフローの許容組合せのセットであることを示す前記信号は、無線ネット
ワークコントローラ（ＲＮＣ：Radio Network Controller）から、無線リソース制御（Ｒ
ＲＣ：Radio Resource Control）プロシージャを通じて受信される
　ことを特徴とする請求項６に記載のＷＴＲＵ。
【請求項８】
　１つのＭＡＣ－ｄフローについての前記ＭＡＣ－ｄフローの許容組合せのセットは、該
１つのＭＡＣ－ｄフローについての最小のペイロードであり、該１つのＭＡＣ－ｄフロー
以外のＭＡＣ－ｄフローについてのデータは送信されない
　ことを特徴とする請求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項９】
　前記ＷＴＲＵが、電力が制限された状態にある場合に、前記最小のペイロードの前記Ｍ
ＡＣ－ｄフローの許容組合せのセットを送信するようにさらに構成されている
　ことを特徴とする請求項８に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１０】
　送信時間間隔（ＴＴＩ：Transmit Time Interval）当たりの、ＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵのデ
ータサイズおよび数は、最大許容データレートを表し、かつＭＡＣ－ｅ　ＰＤＵの少なく
とも１つのＭＡＣ－ｄフローから設定される
　ことを特徴とする請求項１に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１１】
　前記ＴＴＩ当たりのＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵの前記数は、ビットレートに対応する
　ことを特徴とする請求項１０に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１２】
　前記ＭＡＣ－ｄフローの許容組合せにおける１つのＭＡＣ－ｄフローからの前記ＴＴＩ
当たりのＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵの前記数を示す信号を、ＲＮＣから受信するようにさらに構
成されている
　ことを特徴とする請求項１０に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１３】
　ＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵの前記データサイズおよび前記数は、データレートに対応する
　ことを特徴とする請求項１２に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１４】
　各前記ＭＡＣ－ｄフローは、保証ビットレートを提供する
　ことを特徴とする請求項１２に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１５】
　各前記ＭＡＣ－ｄフローの許容組合せにおける前記ビットレートに対応する、ＭＡＣ－
ｄフローからのＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵの前記数は、ＲＲＣシグナリングを用いて設定される
　ことを特徴とする請求項１２に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１６】
　ＲＲＣシグナリングを通じて、各前記ＭＡＣ－ｄフローからのＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵの前
記データサイズを決定するようにさらに構成されている
　ことを特徴とする請求項１２に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１７】
　除外されたＭＡＣ－ｄフローの組合せに関する送信電力要件が、ＥＵに関する残存電力
を下回った場合、前記選択したＭＡＣ－ｄフローの組合せを、前記ＭＡＣ－ｄフローの許
容組合せのセットに戻すようにさらに構成されている
　ことを特徴とする請求項１２に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１８】
　前記ＭＡＣ－ｄフローの許容組合せの中から、組合せの最小セットを定義し、かつ送信
電力が制限されている場合でも、前記組合せの最小セットを送信するようにさらに構成さ
れている
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　ことを特徴とする請求項１７に記載のＷＴＲＵ。
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